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国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
北
朝
鮮
に
よ
る
核
実
験
の
実
施
、
大
量
破
壊
兵
器
の
運
搬
手
段
と
な
り
得
る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射

等
の
一
連
の
行
為
が
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
に
対
す
る
脅
威
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
脅
威
は
近
隣
の
我
が
国
に
と
っ
て

特
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
、
並
び
に
こ
の
状
況
に
対
応
し
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
七
百
十
八
号
が
核
関
連
、

弾
道
ミ
サ
イ
ル
関
連
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器
関
連
の
物
資
、
武
器
そ
の
他
の
物
資
の
北
朝
鮮
へ
の
輸
出
及
び
北
朝
鮮
か
ら

の
輸
入
の
禁
止
を
決
定
し
、
同
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
が
当
該
禁
止
の
措
置
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
国
際
連
合

加
盟
国
に
対
し
当
該
禁
止
の
措
置
の
厳
格
な
履
行
の
確
保
を
目
的
と
し
た
貨
物
に
つ
い
て
の
検
査
等
の
実
施
の
要
請
を
し
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
我
が
国
が
特
別
の
措
置
と
し
て
実
施
す
る
北
朝
鮮
特
定
貨
物
に
つ
い
て
の
検
査
そ
の
他
の
措
置
に
つ

い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
関
税
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
律
に
よ
る
措
置
と
相
ま
っ
て
、
北
朝
鮮
の
一
連
の
行
為
を
め
ぐ
る
同
理
事
会

決
議
に
よ
る
当
該
禁
止
の
措
置
の
実
効
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
を
含
む
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
に
対
す
る
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脅
威
の
除
去
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

北
朝
鮮
特
定
貨
物

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
（
我
が
国
か
ら
輸
出
し
よ
う
と
す
る
貨
物
で
外
国
為
替
及
び
外

国
貿
易
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

輸
出
の
承
認
を
受
け
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
並
び
に
我
が
国
か
ら
輸
出
し
た
貨
物
で
当
該
許
可
又
は
当
該
承
認

を
受
け
た
も
の
並
び
に
我
が
国
に
輸
入
し
よ
う
と
す
る
貨
物
で
同
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
を
受
け
る

義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
及
び
我
が
国
に
輸
入
し
た
貨
物
で
当
該
承
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

イ

北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
の
う
ち
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
七
百
十
八
号
、
同
理
事
会
決
議
第

千
八
百
七
十
四
号
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
同
理
事
会
決
議
に
よ
り
北
朝
鮮
へ
の
輸
出
の
禁
止
が
決
定
さ
れ
た
核
関
連
、

ミ
サ
イ
ル
関
連
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器
関
連
の
物
資
、
武
器
そ
の
他
の
物
資
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

ロ

北
朝
鮮
を
仕
出
地
と
す
る
貨
物
の
う
ち
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
七
百
十
八
号
、
同
理
事
会
決
議
第

千
八
百
七
十
四
号
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
同
理
事
会
決
議
に
よ
り
北
朝
鮮
か
ら
の
輸
入
の
禁
止
が
決
定
さ
れ
た
核
関
連
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、
ミ
サ
イ
ル
関
連
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器
関
連
の
物
資
、
武
器
そ
の
他
の
物
資
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

二

船
舶

軍
艦
等
（
軍
艦
及
び
各
国
政
府
が
所
有
し
又
は
運
航
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
非
商
業
的
目
的
の
み
に
使
用
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
船
舶
で
あ
っ
て
、
軍
艦
等
に
警
護
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。

三

船
長
等

船
長
又
は
船
長
に
代
わ
っ
て
船
舶
を
指
揮
す
る
者
を
い
う
。

四

日
本
船
舶

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
日
本
船
舶
を
い
う
。

（
検
査
）

第
三
条

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
我
が
国
の
内
水
に
あ
る
船
舶
が
北
朝
鮮
特
定
貨
物
を
積
載
し
て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相

当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
海
上
保
安
官
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

検
査
の
た
め
当
該
船
舶
の
進
行
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
。

二

当
該
船
舶
に
立
ち
入
り
、
貨
物
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
又
は
当
該
船
舶
の
乗
組
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質

問
す
る
こ
と
。

三

検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
分
量
に
限
り
試
料
を
収
去
す
る
こ
と
。

四

検
査
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
貨
物
の
陸
揚
げ
若
し
く
は
積
替
え
を
し
、
又
は
船
長
等
に
貨
物
の
陸
揚
げ
若
し
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く
は
積
替
え
を
す
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

２

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
我
が
国
の
領
海
又
は
公
海
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
に
規
定
す
る
排
他
的
経
済
水
域
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
る
船
舶
が
北
朝
鮮
特
定
貨
物
を
積
載
し
て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き

は
、
海
上
保
安
官
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

船
長
等
に
、
検
査
の
た
め
当
該
船
舶
の
進
行
を
停
止
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。

二

船
長
等
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

三

検
査
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
船
長
等
の
承
諾
を
得
て
貨
物
の
陸
揚
げ
若
し
く
は
積
替
え
を
し
、
又
は
船
長
等

に
貨
物
の
陸
揚
げ
若
し
く
は
積
替
え
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。

３

税
関
長
は
、
我
が
国
の
港
に
あ
る
船
舶
又
は
我
が
国
の
空
港
に
あ
る
航
空
機
（
軍
用
機
及
び
各
国
政
府
が
所
有
し
又
は
運

航
す
る
航
空
機
で
あ
っ
て
非
商
業
的
目
的
の
み
に
使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
北
朝
鮮
特
定
貨
物
を
積
載

し
て
い
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
税
関
職
員
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

当
該
船
舶
若
し
く
は
当
該
航
空
機
に
立
ち
入
り
、
貨
物
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
又
は
当
該
船
舶
若
し
く
は
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当
該
航
空
機
の
乗
組
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
す
る
こ
と
。

二

検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
分
量
に
限
り
試
料
を
収
去
す
る
こ
と
。

三

検
査
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
貨
物
の
陸
揚
げ
若
し
く
は
積
替
え
を
し
、
又
は
当
該
船
舶
の
船
長
等
若
し
く
は

当
該
航
空
機
の
機
長
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
っ
て
そ
の
職
務
を
行
う
者
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
機
長
等
」
と
い
う
。

）
に
貨
物
の
陸
揚
げ
若
し
く
は
積
替
え
を
す
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

４

税
関
長
は
、
保
税
地
域
（
関
税
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
保
税
地
域
を
い
い
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
税
関
長
が
指
定
し
た
場
所
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
置
か
れ
て
い
る
貨
物
の
う
ち
に
北
朝
鮮
特

定
貨
物
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
税
関
職
員
に
、
貨
物
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
、
所
有
者
、
占
有
者
、
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
分
量
に
限
り
試

料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

海
上
保
安
官
及
び
税
関
職
員
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
制
服
を
着
用
し
、
又
は
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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６

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
提
出
命
令
）

第
四
条

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
、
北
朝
鮮
特
定
貨
物
が
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
船
舶
の
船
長
等
に
対
し
、
そ
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
海
上
保
安
官
が
海
上
保
安
庁
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
そ
の
他
の
こ
の
法
律
以
外
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
結
果
、
船
舶
に
お
い

て
北
朝
鮮
特
定
貨
物
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
海
上
保
安
官
か
ら
そ
の
旨
の
報
告
を
受
け
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

２

税
関
長
は
、
前
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
、
北
朝
鮮
特
定
貨
物
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き

は
、
当
該
船
舶
の
船
長
等
若
し
く
は
当
該
航
空
機
の
機
長
等
又
は
当
該
北
朝
鮮
特
定
貨
物
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
に
対

し
、
そ
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
税
関
職
員
が
関
税
法
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結
果
、
船
舶
、
航
空
機

又
は
保
税
地
域
に
お
い
て
北
朝
鮮
特
定
貨
物
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
税
関
職
員
か
ら
そ
の
旨
の
報
告
を
受
け
た

と
き
も
、
同
様
と
す
る
。



- 7 -

（
保
管
）

第
五
条

海
上
保
安
庁
長
官
又
は
税
関
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
北
朝
鮮
特
定
貨
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
提
出
貨
物
」
と
い
う
。
）
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

２

海
上
保
安
庁
長
官
又
は
税
関
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
貨
物
を
保
管
し
た
と
き
は
、
当
該
提
出
貨
物
の
内
容
そ
の

他
の
国
土
交
通
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に

よ
り
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
提
出
貨
物
の
所
有
者
及
び
そ
の
所
在
が
判
明
し
て
い
る
と
き
は

、
そ
の
者
に
当
該
公
告
に
係
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

海
上
保
安
庁
長
官
又
は
税
関
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
貨
物
を
保
管
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
提
出
貨
物
を
そ
の
所
有
者
又
は
提
出
者
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
提
出
貨
物
が
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
物
資
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

イ

第
二
条
第
一
号
イ
に
係
る
提
出
貨
物

同
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
物
資

ロ

第
二
条
第
一
号
ロ
に
係
る
提
出
貨
物

同
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
物
資

二

当
該
提
出
貨
物
（
第
二
条
第
一
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
者
又
は
提
出
者
か
ら
、
国
土
交
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通
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
北
朝
鮮
へ
の
輸
出
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
返
還
の
申
出
が
あ
っ
た
と

き
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
当
該
提

出
貨
物
の
内
容
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
提
出
貨
物
に
つ
い
て
次
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

５

海
上
保
安
庁
長
官
又
は
税
関
長
は
、
提
出
貨
物
が
細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の

禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
等
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
生
物
兵
器
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
毒
素
兵
器
又
は
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
化
学
兵
器
に
該
当
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
提
出
貨
物
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

海
上
保
安
庁
長
官
又
は
税
関
長
は
、
提
出
貨
物
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
（
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
以
後
）
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
こ
れ
を
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

滅
失
し
、
又
は
毀
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

き

二

そ
の
保
管
に
過
大
な
費
用
又
は
手
数
を
要
す
る
と
き
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
る
売
却
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
売
却
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
代
金
は
、
売
却
に
要
し
た
費
用

に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

売
却
を
し
た
と
き
は
、
当
該
提
出
貨
物
の
保
管
、
返
還
及
び
帰
属
に
つ
い
て
は
、
売
却
に
よ
る
代
金
か
ら
売
却
に
要
し
た

費
用
を
控
除
し
た
残
額
を
当
該
提
出
貨
物
と
み
な
す
。

９

海
上
保
安
庁
長
官
又
は
税
関
長
は
、
提
出
貨
物
が
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
売
却
に
つ
き

買
受
人
が
な
い
と
き
又
は
売
却
に
よ
る
代
金
の
見
込
額
が
売
却
に
要
す
る
費
用
の
額
に
満
た
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
提
出
貨
物
に
つ
い
て
廃
棄
そ
の
他
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

10
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
も
な
お
提
出
貨
物
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
者
若
し
く
は
そ
の
者
の
所
在
が
判
明

し
な
い
こ
と
又
は
そ
の
者
が
提
出
貨
物
の
引
取
り
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
提
出
貨
物
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は

、
当
該
提
出
貨
物
の
所
有
権
は
、
国
に
帰
属
す
る
。
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前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
提
出
貨
物
の
保
管
及
び
売
却
、
廃
棄
そ
の
他
の
処
分
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
国

11
土
交
通
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
。

（
回
航
命
令
）

第
六
条

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
ろ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
船
舶
の
船
長
等
に
対
し
、
当
該
船
舶
を
、
そ
の
指
定
す
る
我
が
国
の
港
そ
の
他
の
当
該
各
号

に
掲
げ
る
措
置
を
円
滑
か
つ
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
回
航
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

天
候
、
貨
物
の
積
付
け
の
状
況
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
、
そ
の
現
場
に
お
い
て
当
該
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

二

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

当
該
船
舶
の
船
長
等
が
、
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
求
め

に
応
ぜ
ず
、
又
は
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
承
諾
を
し
な
い
こ
と
。

三

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
北
朝
鮮
特
定
貨
物
の
提
出
の
命
令

天
候
、
貨
物
の
積
付
け
の
状
況
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
り
、
そ
の
現
場
に
お
い
て
当
該
北
朝
鮮
特
定
貨
物
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
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（
日
本
船
舶
に
対
す
る
回
航
命
令
）

第
七
条

公
海
に
あ
る
日
本
船
舶
に
対
し
て
外
国
の
当
局
が
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
相
当
す
る
検
査
（
第
四
条
又
は
前

条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
相
当
す
る
命
令
そ
の
他
の
当
該
検
査
に
関
し
必
要
な
措
置
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
我

が
国
が
当
該
外
国
に
対
し
同
意
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
外
務
大
臣
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
日
本
船
舶
の
船
長
等
に
対
し
、
第
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
当
局
に
よ
る
検
査
を
受
け
る
た
め
に
当
該
日
本
船
舶

を
そ
の
指
定
す
る
港
に
回
航
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
我
が

国
の
港
を
指
定
す
る
と
き
は
海
上
保
安
庁
長
官
又
は
当
該
港
を
管
轄
す
る
税
関
長
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
し
、
外
国

の
港
を
指
定
す
る
と
き
は
外
務
大
臣
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
旗
国
の
同
意
等
）

第
八
条

日
本
船
舶
以
外
の
船
舶
で
公
海
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
第
四
条
若
し
く

は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
旗
国
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
第
九
十
一
条
２
に
規
定
す
る
そ
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の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
国
を
い
う
。
）
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
約

第
九
十
一
条
１
に
規
定
す
る
国
籍
を
有
し
な
い
船
舶
（
同
条
約
第
九
十
二
条
２
の
規
定
に
よ
り
当
該
船
舶
と
み
な
さ
れ
る
も

の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
誠

実
な
履
行
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
行
政
機
関
の
協
力
）

第
九
条

関
係
行
政
機
関
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
相
互
に
緊
密
に
連
絡
し
、
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
海
上
保
安
庁
長
官
の
権
限
に
属
す
る
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
）

第
十
一
条

第
四
条
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
章

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
二
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
罰
則
）

第
十
三
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
、
収
去
若
し
く
は
貨
物
の
陸
揚
げ
若
し
く
は
積

替
え
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

二

第
六
条
又
は
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
者

（
我
が
国
の
法
令
の
適
用
）

第
十
五
条

日
本
船
舶
以
外
の
船
舶
で
公
海
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定

に
よ
る
措
置
に
関
す
る
日
本
国
外
に
お
け
る
我
が
国
の
公
務
員
の
職
務
の
執
行
及
び
こ
れ
を
妨
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
我

が
国
の
法
令
（
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
法
律
の
廃
止
）

２

こ
の
法
律
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
（
第
一
条
に
規
定
す
る
要
請
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。
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理

由

北
朝
鮮
に
よ
る
核
実
験
の
実
施
、
大
量
破
壊
兵
器
の
運
搬
手
段
と
な
り
得
る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
等
の
一
連
の
行
為
が
国

際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
に
対
す
る
脅
威
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
脅
威
は
近
隣
の
我
が
国
に
と
っ
て
特
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
、

並
び
に
こ
の
状
況
に
対
応
し
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
七
百
十
八
号
が
核
関
連
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
関
連
そ
の
他

の
大
量
破
壊
兵
器
関
連
の
物
資
、
武
器
そ
の
他
の
物
資
の
北
朝
鮮
へ
の
輸
出
及
び
北
朝
鮮
か
ら
の
輸
入
の
禁
止
を
決
定
し
、
同

理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
が
当
該
禁
止
の
措
置
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
国
際
連
合
加
盟
国
に
対
し
当
該
禁
止
の
措
置

の
厳
格
な
履
行
の
確
保
を
目
的
と
し
た
貨
物
に
つ
い
て
の
検
査
等
の
実
施
の
要
請
を
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
我
が
国
が
特

別
の
措
置
と
し
て
実
施
す
る
北
朝
鮮
特
定
貨
物
に
つ
い
て
の
検
査
そ
の
他
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
為
替

及
び
外
国
貿
易
法
、
関
税
法
そ
の
他
の
関
係
法
律
に
よ
る
措
置
と
相
ま
っ
て
、
北
朝
鮮
の
一
連
の
行
為
を
め
ぐ
る
同
理
事
会
決

議
に
よ
る
当
該
禁
止
の
措
置
の
実
効
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
を
含
む
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
に
対
す
る
脅
威

の
除
去
に
資
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


